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新型コロナウイルス感染症広島県対策本部長 

広島県知事 湯﨑 英彦 

 

第２次新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策の実施について（依頼） 

 

本県においては，令和２年 12 月 12 日から令和３年１月 17 日までの期間で，エリア

（広島市及び近隣市町）や業種等（飲食店，飲酒の場）の的を絞った「集中対策」を実

施しており，現時点において，県民及び事業者の協力により，感染の急速な拡大を抑制

することはできているものの，感染状況は高止まりの状態となっております。 

このため，感染状況の早期改善に向けた感染防止対策の更なる強化を図るため，令和

３年１月 18 日以降における「第２次新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策」を実

施することとしました。 

ついては，各関係団体様におかれましては，「第２次新型コロナウイルス感染拡大防

止集中対策」及び「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための広島県の対処方針（令

和２年 11 月 30 日一部改正）」に基づき，感染防止対策の徹底に取り組んでいただきま

すよう，よろしくお願いします。 

また，上記の内容について，貴会会員の皆様に周知いただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 健康福祉局医務課     

電 話 082‐513-3056（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

 

一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長  様 
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一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 療 法 人 協 会 会 長  様 

広 島 県 保 険 医 協 会 理 事 長 様 

公 益 社 団 法 人 広 島 県 鍼 灸 師 会 会 長  様 
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公 益 社 団 法 人 広 島 県 柔 道 整 復 師 会 会 長  様 
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令和３年１月 14 日 

（令和３年１月 16 日改定） 

新型コロナウイルス感染症広島県対策本部決定 

 

 

第２次新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策 

 

１ 趣旨 

 令和２年 11 月下旬以降，広島市内を中心に感染者数は急増し，感染状況は県内全域に

わたって拡大基調となったため，令和２年 12 月 12 日からエリア（広島市及び近隣市町）

や業種等（飲食店，飲酒の場），的を絞った「集中対策」を実施している。 

 

現時点においては，県民及び事業者の協力により，感染の急速な拡大に歯止めをかけ抑

制することはできているものの，感染者の新規報告者数(直近１週間の 10 万人当たり)な

どを基にした総合的な判断は，全県ではステージⅡであるが広島市はステージⅣの状況が

続いているなど，感染状況は高止まりの状態にある。（令和３年１月 13 日時点 全県：17.1

人，広島市：25.7 人） 

発生事例の分析からは，依然として一定数の飲食での感染があること，職場や家庭内に

おける感染が増加していること，医療施設や高齢者施設等におけるクラスターが頻発して

いる状況が見られる。専門家からは，現在の集中対策は有効であること，大都市圏の感染

状況から対策を継続すべきであること，職場などでマスクを外す場面や家庭内における感

染防止対策の具体例や県民への丁寧な説明が必要であることなどの意見がなされている。 

こうした中，令和３年１月７日，首都圏を中心とした緊急事態宣言が発出され，感染リ

スクが高く感染拡大の主な起点となっている場面（飲食を伴うもの）を中心とした緊急事

態措置が実施されている（令和３年１月８日から２月７日までの 31 日間）。 

 

本県の踊り場とも言える感染状況の中で，全国的な感染拡大基調から鑑みれば，再び拡

大することも考えられ，特に感染状況がステージⅣの状態にある広島市については，県民

の社会経済活動への影響を最小化し，影響の長期化を回避するため，感染状況の早期改善

に向けた取組を進めていく必要がある。 

このため，広島市については，緊急事態措置に準じた対策を実施し，早期にステージⅢ，

更にステージⅡ以下の水準に引き下げること，また，それ以外の地域についても，集中対

策期間に合わせて対策を実施することで，警戒基準値を下回る状態とすることを目指し，

集中的な感染拡大防止対策に取り組む。 

 

２ 集中対策期間 

  令和３年１月 18 日(月)～２月７日(日) 

ただし，日々の感染状況を勘案した更なる対策強化と期間の見直しも念頭において取り

組んでいく。 
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３ 基本的な考え方 

（１）広島市における緊急事態措置に準じた対策の実施 

  広島市内における感染の急拡大は，これまでの「飲食の場・飲酒の場における対策」

により一定の抑制効果が見られているものの，職場や家庭内での感染増加が見られ，早

期にステージⅢ，更にステージⅡ以下の水準に引き下げることは，広島市民あるいは県

民全体にとって望まれている最優先の課題である。 

このため，広島市の住民及び事業者にとっては極めて厳しい措置となるが，国の「新

型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく緊急事態措置に準じた対策を

実施する。 

 

（２）新規感染者を確実に減少させていくこと 

マスクを外す機会を出来るだけ少なくし，やむを得ずマスクを外す態様を取る場合で

も，他者との接触や会話等を可能な限り低減することとともに，人と人との接触を抑え

ていく必要がある。また，職場や家庭内における感染防止対策の実践に加え，「新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針（令和２年 11 月 30 日一部改正）」

（以下，対処方針という。）の強化すべき事項である， 

・ 早期に新規感染者を捕捉して，クラスターの芽となる個別感染を囲い込み，感染の 

 連鎖を遮断すること 

・ 身近な医療機関等で検査を受けられる体制の構築 

・ 医療機関や高齢者施設等におけるクラスターが発生した場合に備え，対応する保健

所等の支援体制の構築 

について，さらに取組を進めていく必要がある。  

 このため，対処方針によるステージに応じた，県民や事業者に対する外出，他地域へ

の移動，イベントの開催などについて，より強い要請を行うこととする。 

 また，ＰＣＲ検査体制の充実やクラスター発生時の対応について，取組を強化する。 

 

４ 広島市の住民，事業者への要請 

（１）人と人との接触機会の低減 

人流の５割削減による接触機会の８割削減を図るため，対策期間中は，感染防止対策

等の徹底とともに，次の事項を要請する。 

 

ア 外出の削減  

日常生活上必要な買い物などを含めて外出機会を半分に削減すること，外出してい

る時間もできるだけ短くすること。特に 20 時以降の外出は更に削減すること。 

なお，通学や医療機関の受診まで制限するものではない。また，必要があって外出

する場合においても，必ずマスクを着用したうえで，可能な限り人と人との接触を避

けることを心がけること。 
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イ 職場への出勤等 

徒歩・自転車通勤，時差出勤などを促し，通勤時の人との接触を減らすこと。 

Web 会議やテレワークの活用により，事務所や事業所ごとの出勤者の割合を７割削

減を目標とし実施すること。また，テレワーク等出勤に代替した勤務形態がとれない

方のいる事業所等では，執務室を分散させるなどによって執務室内の定員を７割削減

を目標とし実施すること。 

住民に対して 20 時以降の更なる外出削減を要請することを踏まえ，事業の継続に必

要な場合を除き，20 時以降の勤務を抑制すること。 

ただし，社会機能維持に従事している者については，この限りでない。 

（２）営業時間の短縮，イベント等の開催制限 

ア 施設の使用制限等 

  マスクを外した状態での人との接触機会を可能な限り低減させることを目指し，そ

うしたリスクが高くなると考えられる飲食店等に対して，営業時間の短縮等を要請す

る。 

【飲食店等に対する要請】 

要請内容 
飲食店等における営業時間の短縮（5時から20時までとする。

ただし，酒類の提供は 11 時から 19 時までとする。） 

要請期間 令和３年１月 18 日～２月７日  

施設の種類 
食品衛生法上における飲食店又は喫茶店の営業許可を受けて

いる店舗（居酒屋，バー，カラオケボックス等を含む。） 
※宅配・テークアウトサービスは除く。 

協力支援金の支給 
（第３期） 

時間短縮（休業を含む）：１店舗当たり８４万円 
※全期間，要請に応じた場合のみ 

※ 詳細は，「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限，施設の使用制限等に係る留意 
事項等について」（令和３年１月 13 日 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策 
推進室長 事務連絡）による。 

 

なお，時間短縮要請等の実効性を担保するため，関係機関と連携して，繁華街での

見回り活動等を実施する。 

 

住民に対して 20 時以降の更なる外出削減を要請することや，施設に人が集まり，飲

食につながることを防止する必要があること等を踏まえ，上記の飲食店以外の施設に

ついても，同様の働きかけを行う。 

【上記以外の施設に対する働きかけ】 

施 設 内 容 

運動施設，遊技場 営業時間の短縮（5 時から 20 時までと
する。） 
※酒類の提供は，上記，飲食店等に対す 
る要請のとおり 

次のイによる要請（人数上限 5,000 人か
つ収容率要件 50％以内） 

劇場，観覧場，映画館又は演芸場 

集会場又は公会堂，展示場 

博物館，美術館又は図書館 
ホテル又は旅館（集会の用に供する部分
に限る。） 
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遊興施設（食品衛生法上における飲食店
営業の許可を受けている店舗を除く。） 営業時間の短縮（5 時から 20 時までと

する。） 
※酒類の提供は，上記，飲食店等に対す 
る要請のとおり 

物品販売業を営む店舗（1,000 ㎡超）（生
活必需物資を除く。） 
サービス業を営む店舗（1,000 ㎡超）（生
活必需サービスを除く。） 

※ 詳細は，「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限，施設の使用制限等に係る留意 

事項等について」（令和３年１月 13 日 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策 
推進室長 事務連絡）による。 

 

イ イベント等の開催要件の厳格化 

 対処方針の５（１）「イベントの開催条件」について，集中対策期間中，次のとおり

とする。 

・人数上限を「5,000 人」とし，収容率要件を「50％以内」とする。 

 （１月 14 日から 17 日までの，販売済みチケットについては，適用しない。） 

・合わせて，20 時以降の営業時間短縮を要請する。 

・全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が 1,000 人を超えるようなイ 

ベントの開催を予定する場合の県への事前相談は，引き続き，実施すること。 

※ 詳細は，「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限，施設の使用制限等に係る留意 

事項等について」（令和３年１月 13 日 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策 
推進室長 事務連絡）による。 

 

（３）飲食店の利用と感染予防 

広島市及び近隣市町（廿日市市，府中町，海田町，坂町）内における住民の会食や飲

酒，飲食店の利用や，事業者等による飲食店の感染予防対策について，引き続き，次の

事項を要請する。 

 

ア 住民の飲酒，飲食店の利用 

同居する家族以外での会食等は控えること。 

なお，会食の場や飲食店を利用するときに，次のイに掲げるような飛沫防止の為の

物理的な対策等をとっている場合には，その限りとしない。ただし，マスク会食をす

る場合には必ずマスクを着用し，マスクを外した状態での会話は控えること。 

同居する家族またはそれ以外の者との会食等を行う場合には，上記のような物理的

対策が導入されている「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言

店」を利用すること。また，「広島コロナお知らせＱＲ」の導入店舗を利用し，入店時

に利用者登録を行うほか，会食の場や飲食店が行う感染予防対策に協力すること。 

 

イ 事業者等の飲食店の感染予防対策 

３密の回避，発熱者等の事業所等への入場防止や飛沫感染・接触感染防止等，人と

の距離の確保など，対処方針の「４ 事業者に対する要請」に掲げる感染防止対策に

取り組むこと。 
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また，施設等の従業員等のマスク着用を徹底するとともに，来店者・来訪者にもマ

スク着用を依頼すること。施設等の従業員等の安全を確保するためにも，マスク着用

を拒む者の入店等を拒否すること。 

飲食店等の施設の運営責任者は，飲食店利用者に対して上記のアのとおり要請して

いることを勘案し，飲食店等の施設において，次の感染予防対策を講じること。（ここ

でいう飲食店には，接待を伴う飲食店（現行の風営法第２条第１項第１号に該当する

営業を行う店舗）を含む。） 

 

①  飛沫感染予防対策 

ａ 座席の３方をアクリル板やビニールカーテン等（以下，「アクリル板等」という。）

のパーテーションで仕切るなど，隣席または向かい合う人との飛沫感染防止のた

めの物理的な仕切りを設けること 

ｂ または，他者との間隔を必ず１メートル以上離すこと 

ｃ もしくは，マスク会食を全利用者に徹底させ，マスクを外した状態では会話を

控えさせること 

②  換気による感染予防対策（マイクロ飛沫対策） 

   密閉な状態を作らないために，換気扇やサーキュレーターの活用とともに窓を開

けるなどの換気を徹底すること。 

③  利用者への感染防止対策の徹底 

   飲食店利用者に対して飛沫感染予防対策を徹底させること。 

 

上記の①から③の対策は利用者の協力があればいずれの飲食店でも対応可能である

と考えられることから，これらを講じられない飲食店等は，集中対策期間は休業を要

請する。 

 

  【飲食店の感染予防対策に対する財政支援】 

県は，飲食店が行うアクリル板等パーテーションの設置などに要する経費に対して

支援を行うことにより，飛沫感染予防対策を強力に推進する。 

１ 〇飲食店におけるパーテーション設置促進補助金（令和２年 12 月 10 日適用） 

・アクリル板等のパーテーションに限定した追加の支援制度 

・補助限度額：１店舗当たり上限１０万円 

２ 〇飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金 

・アクリル板等の設置など飛沫感染予防対策等に対する支援制度 

・補助限度額：１店舗当たり上限１０万円 

   ※ 広島市及び近隣市町以外にある飲食店においても，上記の補助金の活用は可能で 

あるため，積極的な活用を推奨する。 
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５ 県民，事業者への要請 ※（１）ア及びイは，広島市を除く要請事項である。 

対処方針の「３ 県民に対する要請」及び「４ 事業者に対する要請」により，県民や

事業者に対して，基本的な感染防止，業種別ガイドラインの遵守，感染リスクの高まる「５

つの場面」や十分な換気など「寒冷な場面における感染対策」などの確実な実践を要請し

ている。 

（１）人と人との接触機会の低減 

人流の５割削減による接触機会の８割削減を図るため，対策期間中は，これら感染防

止対策等の徹底に加え，次の事項を要請する。 

 

ア 外出の削減 

人と人との接触機会を低減するため，日常生活上必要な買い物などを含めて外出機

会を半分に削減すること。また，外出している時間もできるだけ短くすること。なお，

通学や医療機関の受診まで制限するものではない。また，必要があって外出する場合

においても，必ずマスクを着用したうえで，可能な限り人と人との接触を避けること

を心がけること。 

 

イ 職場への出勤等 

徒歩・自転車通勤，時差出勤などを促し，通勤時の人との接触を減らすこと。 

Web 会議やテレワークの活用により，事務所や事業所ごとの出勤者の割合を７割削

減を目標とし実施すること。また，テレワーク等出勤に代替した勤務形態がとれない

方のいる事業所等では，執務室を分散させるなどによって執務室内の定員を７割削減

を目標とし実施すること。 

ただし，社会機能維持に従事している者については，この限りでない。 

（２）感染防止対策の強化 

ア 家庭内における感染防止対策の強化 

 発生事例の分析からは，飲食店や会食，あるいは職場内での感染が多くを占めてい

るが，家庭内（同居）における感染事例も増加してきており，職場や会食時等の感染

により，新型コロナウイルスが家庭内に持ち込まれていることが推察される。 

こうしたことに対して，外出の削減，テレワーク等の実践とともに，家庭内におけ

る感染の防止を【別紙２】も参考に実践いただきたいこと。 

 

イ 職場内における感染防止対策の強化 

３密の回避や感染防止のため，以下も参考に取り組むこと。 

・感染症対策担当者の選任 

・昼食や休憩時間の分散 

・執務室等に出入りするたびの手指消毒の徹底 

・換気，加湿の徹底（実施したこと，測定したことなどの記録） 

・「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」の周知・徹底や 

 産業保健職の活用  など 
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（３）他地域への移動の自粛 

緊急事態宣言の発出により緊急事態措置が実施されている都道府県との往来は，最大

限，自粛すること。 

感染拡大地域（都道府県が住民に不要不急の外出自粛を呼び掛けている自治体や，直

近７日間の人口 10 万人当たりの新規陽性者数が 15 人以上の自治体）から及び同地域へ

の往来については，慎重に判断すること。 

また，広島市と広島市外との往来については，最大限，自粛すること。なお，通勤・

通学や医療機関の受診まで制限するものではない。 

 

（４）誹謗中傷や差別の禁止 

   感染者やその家族，医療福祉関係者などを，絶対に誹謗・中傷・差別しないこと。 

 

（５）県民の生活・経済の安定確保に不可欠な業務の継続 

広島市の感染状況はステージⅣの状態にあることから，県民の生活・経済の安定確保

に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては，十分な感

染防止策を講じつつ，事業の特性を踏まえ業務を継続すること。 

 

６ 感染者の早期発見，クラスター対策の強化 

（１）感染者の早期発見 

広島市における新規感染者に占める感染経路不明者の割合は高く（市中感染），早期

に感染者を捕捉して，感染の連鎖を遮断していく必要があるため，対策を強化する。 

 ・広島市における積極的疫学調査の強化 

・広島市内の感染者の多い地域については，全住民及び就業者に対するＰＣＲ検査等の 

受検勧奨 

また，県内における感染の連鎖を遮断し，新規感染者を確実に減少させていくため，

あらかじめ特定している対象者は，県内５か所に設置しているいずれのＰＣＲセンター

でも検査を受検できることとする。 

 

（２）クラスター対策の強化 

県内では，依然として医療機関や高齢者施設等においてクラスターが頻発しているこ

とから，クラスターの芽となる感染者の早期発見と収束のため，対策を強化する。 

  ・医療機関や高齢者施設等の従事者に対するＰＣＲ検査の強化 

・「医療福祉クラスター対応班」による施設への早期介入と感染管理指導 など 
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別紙１  
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別紙２ （家庭内における感染防止の実践例） 

【換気，湿度】 

・こまめに換気をしましょう。（１時間ごとに５～１０分又は常時窓を少し開けておく） 

台所や洗面所などの換気扇を常時運転することでも，最小限の換気量は確保できます。 

・18℃を目安に室温が下がらないよう暖房器具を利用しながら，窓を少し開けましょう。 

暖房器具の近くの窓を開けると，入ってくる冷気が温められるので，室温低下を防ぐ 

ことができます。 

・湿度の管理をしましょう。（加湿器を使った保湿を。目安は 50～60％） 

【家に帰ったら】 

・うがい，水と石鹸で 30秒以上手を洗いましょう。 

・手指消毒は，15秒以上かけて手に擦り込む（指先や手首も）ようにしましょう。 

・使用した不織布マスクは，部屋に入る前に捨てましょう。 

・衣服も，すぐに着替えましょう。 

【食事】 

・食事の前には，手洗い・消毒をしましょう。 

・できれば，時間をずらす，真正面は避ける，テーブルを別にするなど，工夫しましょう。 

・食事は短時間で会話を控えましょう。 

・料理は，大皿は避け，個々に盛り付けましょう。 

・取箸は使い回さずに最初に取り分けましょう。 

・食器や箸，スプーンなどの共用は避けましょう。 

・普段，会わない人との会食は避けましょう。 

【広げない】 

・共有部分（トイレ，ドアノブ，電気スイッチなど）を 1日 1回以上，消毒しましょう。 

・トイレ，キッチン，洗面所でのタオルの共用を避けましょう。（ペーパータオルの活用） 

・歯ブラシは個別に保管しましょう。コップは別々のものを使いましょう。 

・トイレでは，蓋を閉めてから水を流しましょう。 

【消毒，手洗い】 

・拭き終わった雑巾は，パタパタさせず静かに内側に包み込みましょう。 

・拭き掃除は，一方向に行いましょう。 

・アルコール消毒の場合，乾いた雑巾を使いましょう。（濡れ雑巾は濃度低下） 

・帰宅時，出社/退社時，食事の前，トイレの後は，手洗い・消毒をしましょう。 

・携帯電話やスマートフォンは，家に帰ったら除菌シートなどで拭きましょう。 

・動物との過度な接触は控え，普段から動物に接触した後は，手洗い・消毒をしましょう。 

・トイレが汚れた場合には，市販されている家庭用漂白剤等，またはアルコールできれいに 

拭きましょう。 

・ゴミは密閉して捨てましょう。 

【健康管理など】 

・毎朝の体温測定，健康チェックをしましょう。 

・発症した時のため，誰とどこで会ったかをメモしておきましょう。 

・体調が悪い家族がいるときは，家族全員がマスクを着用しましょう。（乳幼児，特に 2歳未満は 

推奨されません。）また，迷わず，かかりつけ医又は積極ガードダイヤルに連絡しましょう。 

・接触確認アプリ，広島コロナお知らせＱＲを活用しましょう。 

・買い物は，できるだけまとめて行うようにして，外出機会を減らしましょう。 

・集中対策期間中は，面会の代わりにスマートフォン等を活用して，リモートで交流を保ちましょう。 
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【家族に発熱，咳などの症状が出たら】 

・迷わず受診をしましょう ～かかりつけ医又は積極ガードダイヤル 

・部屋を分け，個室にし，食事や寝る時も別室としましょう。 

・定期的に換気し，共有スペースや他の部屋も窓を開け，換気をしましょう。 

・ご本人は，極力部屋から出ないようにしましょう。 

トイレ，バスルームなど共有スペースの利用は最小限に。 

・お世話はできるだけ限られた方で行いましょう。 

・こまめに手洗い，アルコール消毒をしましょう。 

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。 

・使用したマスクは他の部屋に持ち出さないようにしましょう。 

・マスクの表面には手を触れず，外した後は必ず石鹸で手を洗うか，アルコール消毒をしましょう。 

・汚れた衣服や，リネンは，手袋とマスクをつけ，一般的な家庭用洗剤で洗濯し，完全に乾かして 

ください。 

・ごみは密閉して捨てましょう。 

・家族の方も仕事や外出は避け，毎日の健康観察を行いましょう。 
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第２次集中対策案概要

戦略１ 知人等の間の個別接触の遮断強化
-飲食の場及び職場での感染に逆循環しないよう，
対策を継続・強化

戦略２ 人と人との接触全般の削減の強化
-広島県全体での人流のさらなる削減

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案



戦略３ 陽性者の早期発見による感染リンク遮断

– 広島市の特に感染者の多い地域における住民・
就業者の集中検査

– ＰＣＲセンターの全県受検体制整備

戦略４ 増加する施設内クラスター対策の強化

– 医療機関・高齢者施設等の従事者に対するＰＣＲ
検査の強化

3

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案
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１ 趣旨
・広島市はステージⅣ相当が継続
・広島市について，緊急事態措置に準じた

対策を実施
・広島市以外の地域にも対策を実施
・新規感染者を確実に減少させ，

低い水準にとどまる状態を目指す

２ 集中対策期間
令和３年１月１８日(月)～２月７日(日)

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案
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３ 基本的な考え方
（１）広島市における緊急事態措置に準じた

対策の実施

（２）新規感染者を確実に減少
・県民，事業者への外出の削減を要請
・感染者の早期発見
・クラスター対策強化

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案
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４ 広島市の住民，事業者への要請
（１）人と人との接触機会の低減
ア 外出機会の削減

・日常生活上必要な買い物などを含めて
外出機会を半分に削減

・２０時以降の外出は更に削減
※通学や医療機関の受診は制限しない

イ 職場への出勤等
・出勤者割合を７割削減を目標として実施
・２０時以降の勤務を抑制

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案
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４ 広島市の住民，事業者への要請
（２）営業時間の短縮

ア 施設の使用制限等
【飲食店等に対する要請】

※時間短縮等の実施状況について，見回りを実施

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案

要請内容 広島市内の飲食店等における，営業時間の短縮（5
時から20時までとする。ただし，酒類の提供は11時
から19時までとする。）

要請期間 令和３年１月18日～２月７日

施設の
種類

食品衛生法上における飲食店又は喫茶店の営業
許可を受けている店舗（居酒屋，バー，カラオケ
ボックス等を含む。）

※宅配・テークアウトサービスは除く。

協力支援金
の支給

時間短縮（休業を含む）：１店舗当たり８４万円
※全期間，要請に応じた場合のみ
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営業時間の短縮の要請の変更点

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案

期 間 １月４日から
１月１７日まで

１月１８日から
２月７日まで

エリア 広島市の中心部 広島市全域

施設の種類 酒類を提供する飲食店 前のスライド参照

営業時間の短
縮

２０時まで ２０時まで（変更なし）

酒類の提供時
間

５時から１９時まで １１時から１９時まで

協力支援金の
支給

時間短縮：
１店舗当たり４４万円
休業：
１店舗当たり５４万円

時間短縮（休業を含む）：１店
舗当たり８４万円
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４ 広島市の住民，事業者への要請
【飲食店以外の施設に対する働きかけ】

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案

施 設 内 容

運動施設，遊技場 ・営業時間短縮（５時から２０時ま
でとする。）
※酒類の提供は，飲食店等に対
する要請のとおり
・人数上限5,000人，かつ，

収容率要件５０％以下とする

劇場，観覧場，映画館又は演芸場

集会場又は公会堂，展示場

博物館，美術館又は図書館

ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）

遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けて
いる店舗及び別途通知する施設を除く。）

・営業時間短縮（５時から２０時ま
でとする。）
※酒類の提供は，飲食店等に対
する要請のとおり

物品販売業を営む店舗（1000平米超）（生活必需
物資を除く。）

サービス業を営む店舗（1000平米超）（生活必需物
資を除く。）
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４ 広島市の住民，事業者への要請
（２）イベント等の開催制限

イ イベント等の開催要件の厳格化
・人数上限を「５，０００人」とし，

収容率要件等を「５０％以内」
・２０時以降の営業時間短縮を要請
・引き続き，対象イベントは県に事前相談

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案
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４ 広島市の住民，事業者への要請
（３）飲食店の利用と感染予防

広島市及び近隣市町（廿日市市，府中町，
海田町，坂町）について，引き続き，次の事
項を要請

ア 住民の飲酒，飲食店の利用
・ 同居する家族以外での会食等は控えること。

なお，飛沫防止のための物理的な対策等を
取っている場合は，その限りではない。

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案
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イ 飲食店の感染予防対策
①飛沫感染予防対策
a 座席の３方をパーテーションで仕切る
b 他者との間隔を必ず１メートル以上離す
c マスク会食を全利用者に徹底
②換気による感染予防対策

（マイクロ飛沫対策）
③利用者への感染防止対策の徹底

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案



感染防止対策を目的とする補助金制度

13

１ 飲食店におけるパーテーション設置促進補助金
（令和２年12月10日適用）

・アクリル板等のパーテーションに限定した追加の支援制度
・補助限度額：１店舗当たり上限１０万円

２ 飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策
事業費補助金

・アクリル板等の設置など飛沫感染予防対策等に対する
支援制度

・補助限度額：１店舗当たり上限１０万円

広島市以外の飲食店でも活用いただけます



14

５ 県民，事業者への要請
（１）人と人との接触機会の低減

ア 外出の削減
日常生活上必要な買い物などを含めて

外出機会を半分に削減
※通学や医療機関の受診は制限しない

イ 職場への出勤等
出勤者割合を７割削減を目標として実施

※社会機能維持に従事している者はこの限りでない

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案
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５ 県民，事業者への要請
（２）感染防止対策の強化
ア 家庭内における感染防止対策の強化

換気・湿度対策，帰宅時，家庭内の有症状者対策 等

イ 職場内における感染防止対策の強化
・ 「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」

の周知・徹底
・産業保健職の活用 等

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案
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５ 県民，事業者への要請
（３） 他地域への移動の自粛

・緊急事態宣言地域との往来は，最大限自粛
・感染拡大地域への往来は，慎重に判断
・また，広島市と広島市外との往来は，最大限自粛

（通勤・通学や医療機関の受診は制限しない）

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案
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５ 県民，事業者への要請
（４） 誹謗中傷や差別の禁止

感染者やその家族，医療福祉関係者
などを，絶対に誹謗・中傷・差別しないこと

（５） 県民の生活・経済の安定確保に不可欠
な業務の継続

広島市はステージⅣの状態にあること
から，県民の生活・経済の安定確保に
不可欠な業務の継続

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案
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６ クラスター対策強化
・医療機関や高齢者施設等の従事者に

対するＰＣＲ検査の強化
⇒広島市，福山市等の介護施設従事者は

月２回程度の検査を実施

・「医療福祉クラスター対応班」による施設
への早期介入と感染管理指導

第２次新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策案



 

 
 

 

旧 新 

４ 広島市の住民，事業者への要請 

（２）営業時間の短縮，イベント等の開催制限 

ア 施設の使用制限等 

【飲食店等に対する要請】 

協力支援金 

の支給 

（第３期） 

時間短縮（休業を含む） 

：１店舗当たり１２６万円 

※全期間，要請に応じた場合のみ 

 

 

４ 広島市の住民，事業者への要請 

（２）営業時間の短縮，イベント等の開催制限 

ア 施設の使用制限等 

【飲食店等に対する要請】 

協力支援金 

の支給 

（第３期） 

時間短縮（休業を含む） 

：１店舗当たり８４万円 

※全期間，要請に応じた場合のみ 
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